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右
の
質
問
主
意
書
を
国
会
法
第
七
十
四
条
に
よ
っ
て
提
出
す
る
。
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東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
に
よ
る
被
ば
く
者
の
健
康
調
査
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
日
本
大
震
災
に
伴
う
東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
(
以

下
「
原
発
事
故
」

と
い
う
。
)
に
よ
り
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
は
、
福
島
県
外
に
も
広
く
拡
散
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
当

該
放
射
性
物
質
に
よ
る
放
射
線
が
人
の
健
康
に
及
ぼ
す
危
険
に
つ
い
て
科
学
的
に
十
分
に
解
明
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
等
を
考
慮

す
れ
ば
、
政
府
は
、
原
発
事
故
に
よ
り
放
射
線
被
ば
く
を
受
け
た
国
民
の
健
康
影
響
に
つ
い
て
、
取
り
こ
ぼ
す
こ
と
な
く
確
実

に
そ
の
詳
細
を
把
握
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
行
わ
れ
る
健
康
調
査
に
つ
い
て
も
責
任
を
持
っ
て
積
極
的
に
関
与
す
べ
き

で
あ
る
こ
と
は
、
論
を
ま
た
な
い
。

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
原
発
事
故
に
よ
り
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
り
被
ば
く
し
た
者
(
以
下
「
被
ば
く
者
」

と
い

う
。
)
に
対
す
る
健
康
調
査
に
関
す
る
政
府
の
基
本
的
認
識
に
つ
き
、
以
下
質
問
す
る
。

原
発
事
故
に
よ
り
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
は
、
福
島
県
内
に
留
ま
ら
ず
県
境
を
越
え
、
広
く
東
北
地
方
、
関
東
甲
信
越

地
方
、
更
に
東
海
地
方
に
ま
で
及
ん
で
い
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
未
曾
有
か
つ
甚
大
な
る
国
土
の
放

射
能
汚
染
と
と
も
に
、

い
ま
だ
放
射
性
物
質
が
健
康
に
及
ぼ
す
影
響
が
科
学
的
に
解
明
さ
れ
て
い
な
い
現
在
に
お
い
て
は
、

原
発
事
故
に
よ
る
被
ば
く
者
を
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
に
準
じ
て

「
放
射
能
の
影
響
を
受
け
る
よ



う
な
事
情
の
下
に
あ
っ
た
者
」

と
し
て
広
く
と
ら
え
る
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。
ま
た
、
政
府
が
原
発
事
故

に
よ
る
被
ば
く
者
と
し
て
健
康
影
響
を
把
握
す
べ
き
と
考
え
る
調
査
対
象
範
囲
を
、
そ
の
根
拠
と
と
も
に
明
確
に
示
さ
れ
た

い
平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
一
日
、
安
倍
晋
三
首
相
は
原
発
事
故
対
策
に
つ
い
て
国
が
し
っ
か
り
前
に
出
る
と
し
て
、
今
ま

で
の
対
策
を
抜
本
的
に
見
直
す
こ
と
を
表
明
し
た
。
原
発
事
故
に
よ
っ
て
拡
散
さ
れ
た
放
射
性
物
質
が
、
福
島
県
を
越
え
て

広
く
拡
散
さ
れ
て
い
る
事
実
を
踏
ま
え
れ
ば
、
各
自
治
体
単
位
の
対
策
を
改
め
、
原
発
事
故
に
よ
る
被
ば
く
者
に
つ
い
て

は
、
政
府
が
責
任
を
も
っ
て
、
全
国
の
医
療
機
関
で
無
料
検
査
を
受
け
る
権
利
を
証
明
す
る

「
被
ば
く
検
査
健
康
手
帳
(
仮

称
)
」

以
下

手
帳

と
い
う
。
)
を
配
布
し
、
た
と
え
転
居
し
て
も
全
国
で
無
料
受
診
で
き
る
体
制
を
整
え
る
こ
と
が

早
急
に
必
要
と
考
え
る
が
、
政
府
の
認
識
如
何
。

現
在
、
福
島
県
外
に
お
い
て
放
射
能
汚
染
が
認
め
ら
れ
て
い
る
地
域
に
お
い
て
は
、
国
や
自
治
体
が
責
任
を
負
っ
た
体
制

「
被
ば
く
検
査
」
が
行
わ
れ
て
い
な
い
状
況
で
あ

に
よ
る
甲
状
腺
超
音
波
検
査
や
血
液
検
査
、
尿
検
査
な
ど
の
、

い
わ
ゆ
る

る
た
め
、
被
ば
く
に
よ
る
健
康
影
響
を
懸
念
す
る
市
民
は
、
市
中
一
般
の
医
療
機
関
に
お
い
て
、
自
主
的
に
希
望
し
て
検
査

を
申
し
込
ま
ざ
る
を
得
な
い
状
況
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
検
査
希
望
者
に
関
し
て
は
、
自
費
診
療
扱
い
と
す
る
か
保
険



診
療
扱
い
と
す
る
か
は
、
医
療
機
関
ご
と
に
そ
の
対
応
が
異
な
っ
て
お
り
、
医
療
現
場
で
は
混
乱
が
生
じ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
現
状
を
鑑
み
、
全
国
の
医
療
機
関
に
対
し
て
手
帳
を
渡
さ
れ
て
い
な
い
段
階
の
検
査
希
望
者
の
検
査
に
関
す
る
診
療
報

酬
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
政
府
が
早
急
に
全
国
的
に
統
一
し
た
対
策
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
如

何。

四

現
在
の
診
療
記
録
の
保
存
義
務
期
間
は
、
診
療
録
は
五
年
、
画
像
資
料
等
は
二
年
で
あ
る
が
、
被
ば
く
者
の
診
療
記
録

は
、
例
外
的
に
画
像
を
含
め
今
後
五
十
年
間
の
保
存
義
務
を
課
し
、
放
射
線
被
ば
く
に
よ
る
晩
発
性
障
害
に
対
応
で
き
る
体

制
を
構
築
し
て
お
く
こ
と
、
ま
た
、
甲
状
腺
超
音
波
検
診
に
よ
っ
て
記
録
さ
れ
た
画
像
デ
!
タ
及
び
被
ば
く
検
査
に
関
わ
る

個
人
資
料
は
、
本
人
又
は
保
護
者
の
全
て
の
希
望
者
に
開
示
、
複
写
の
提
供
を
行
う
こ
と
が
必
要
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見

刀牛

nu
♂リ
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A
月
カ
メ
ト
ド

五

私
が
平
成
二
十
五
年
十
月
二
十
一
日
に
提
出
し
た
「
放
射
線
被
曝
防
護
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」

(
第
百
八
十
五
回
国
会

質
問
第
二
一
号
)
に
対
す
る
答
弁
書
(
内
閣
参
質
第
二
一
号
)
に
よ
れ
ば
、
ホ
ー
ル
ボ
デ
ィ
カ
ウ
ン
タ
ー
に
よ
っ
て
測
定
で

き
な
い
核
種
に
お
い
て
は
尿
な
ど
生
体
試
料
を
用
い
た
検
査
が
必
要
と
な
る
と
の
政
府
見
解
が
示
さ
れ
た
。
こ
の
政
府
見
解

を
も
っ
て
す
れ
ば
、
放
射
線
の
人
体
影
響
を
科
学
的
@
医
学
的
に
解
明
す
る
調
査
@
研
究
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
、
ホ
ー
ル



四

ボ
デ
ィ
カ
ウ
ン
タ
ー
や
尿
検
査
に
よ
る
ガ
ン
マ
線
測
定
と
と
も
に
、

ア
ル
フ
ァ
線
や
ベ
ー
タ
線
も
計
測
で
き
る
体
制
を
整
備

す
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
被
ば
く
者
本
人
の
要
請
が
あ
れ
ば
染
色
体
検
査
が
で
き
る
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
が
、
今
後
早
急
に

必
要
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。


